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第５回世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会 

 

日時・場所 

日時：令和8年3月25日（水）16時00分～18時00分 

場所：経済産業省本館17階第一特別会議室及びオンライン 

 

【大野座長】  それでは、これより第５回世界で競い成長する大学経営のあり方に関す

る研究会を開催いたします。 

 委員、オブザーバーの皆様には、お忙しい中、御出席いただきまして、どうもありがと

うございます。 

 また、議事に先立ちまして、本日はオブザーバーとして内閣府の総合科学技術・イノベ

ーション会議、宮園常勤議員に参加いただいております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 また、本日の研究会につきましては、今お話がありましたようにＹｏｕＴｕｂｅで会議

の模様をライブ配信することとしております。 

 それでは、議事に移ります。本日は「世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研

究会中間とりまとめ（案）」について御議論いただくことにしております。 

 開会に当たりまして、まず、文部科学省科学技術・学術政策局長、西條局長に御挨拶を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【西條局長】  文部科学省の科学技術・学術政策局長の西條でございます。 

 委員の皆様、本日は御多用の中、特に年度末の非常にお忙しい中、本研究会に御出席い

ただきまして誠にありがとうございます。事務局を代表いたしまして、冒頭に一言、御挨

拶申し上げます。 

 本研究会におきましては、これまでも我が国の大学が国際的な競争環境の中で持続的に

発展していくために、必要な経営の在り方について幅広く御議論いただいてきたところで

ございます。大学の使命や社会的価値の再確認に加えまして、グローバルな潮流の把握だ

ったり産業界との連携の在り方、また、多岐にわたる論点について貴重な御意見をいただ

いてきたところでございます。 

 前回の研究会までの議論におきましては、とりわけ大学の意思決定の迅速化や透明性の

確保といったガバナンスの高度化、また、財源の多様化と戦略的配分の重要性、さらには
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それを支える人材の確保、育成など、大学経営の基盤に関わる重要な課題について、個別

の大学の事例も共有いただきながら、具体的な方向性が示唆されてきたものと認識してお

ります。 

 そういった中で、本日は本研究会としての中間的なとりまとめを見据えまして、これま

での議論を整理し、今後の方向性をより明確にしていく重要な節目の会合であると考えて

おります。これまで積み上げてきた御議論を踏まえつつ、実効性のある提言としていくた

めに、論点の過不足や具体化の度合いについて、改めて御議論、また、御示唆をいただけ

ればというふうに思っております。 

 我が国を取り巻く環境は急速に変化しておりまして、知の創出と人材育成を担う大学の

役割は本当に大きくなってきております。特にイノベーションの創出力を高め、社会課題

の解決や新たな産業の創出につなげていく上で、大学の経営力の強化、これは不可欠なも

のだと考えてございます。そのためには各大学が自らの強みを最大限に発揮して、柔軟か

つ戦略的に資源を活用できる体制を整備していくこと、これが重要だというふうに考えて

おります。 

 文部科学省といたしましても、こうした観点から研究力の強化、国際的なプレゼンスの

向上に資する、今回の第７期の基本計画の中の一つの大きな柱でもある科学の再興に関す

る施策の検討、また、日本成長戦略に資する新技術立国や人材育成における議論、特に人

材育成につきましては人材育成分科会、昨日も開催いたしまして、菊川局長にも参加いた

だいて、これは垣根を越えて御議論をさせていただいているところでございます。菊川局

長とは毎日会っているので、うちの省内にいる局長よりも頻度が高くて、いかがなものか

ということは全くございませんけれども、そういった非常に密な関係でやらせていただい

ているところでございます。 

 本日は中間とりまとめを御議論いただくということで、ぜひ忌憚のない御意見いただけ

ればと思っておりますので、本日よろしくお願いいたします。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局から委員の出欠などを御報告いただきます。 

【川上室長】  本日、河原委員が御欠席となりますけども、河原委員からは意見書を提

出いただいております。その他の委員の皆様におかれましては、会場またはオンラインよ

り御出席いただいております。本日はお忙しい中ありがとうございます。 

【大野座長】  ありがとうございます。なお、オブザーバーとして各経済団体、関係機
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関の方々にも引き続き御参加をいただいているところでございます。 

 次に、配付資料の確認をお願いいたします。 

【川上室長】  本日は資料１から６を配付しております。不足する資料がありましたら

事務局までお知らせください。 

 オンラインで御参加されている委員の方々におかれましては、会議中もし接続等の不具

合などございましたら、チャットなどを用いてお知らせください。また、本日の会議資料

や会議終了後の議事要旨等は、文部科学省及び経済産業省のホームページに掲載すること

としております。 

 以上です。 

【大野座長】  ありがとうございました。 

 それでは、議事次第に沿って進めてまいりたいと思います。まずは事務局より資料２「世

界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会中間とりまとめ（案）」について御説明

をいただきます。 

【川上室長】  資料２、中間とりまとめ（案）を御覧ください。委員の皆様には事前に

御説明させていただいておりますので、簡単に御説明させていただければと思います。 

 １枚めくっていただきまして２ページに目次がございまして、大きく１ポツ、大学をめ

ぐる世界の動向と日本の課題、そして、それを踏まえた２ポツ、政策の方向性と具体的な

施策という２部構成にさせていただいております。 

 ３ページでございますけど、はじめにというところで、この研究会の趣旨と方向性とい

うのをまとめさせていただいてます。 

 中身に入ってまいりますが、５ページです。１ポツ、大学をめぐる世界の動向と日本の

課題ということで、まず、これまで経産省のイノベーション小委員会のほうで御議論いた

だいたことも踏まえながら、この研究会でも紹介させていただいたものを文字に起こして

おります。（１）科学とビジネスの近接化というところで、１１行目辺り、大学における基

礎研究の成果が早期かつ大規模に事業化・投資と結びつく局面が増加しているとまとめて

おります。 

 ６ページです。４行目辺りから“世界で競い成長する大学”の誕生と拡大というところ

で、大学の変遷を見ていくということで、５行目、欧州で誕生した大学モデルは、米国に

おいて国家や産業と深く結びつき発展を遂げたということと、１４行目辺り、アジア諸国

においてもというところで紹介をさせていただいております。その上で２１行目、（３）で
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すけども、大学を起点とした価値創出の好循環の必要性ということで、これは次のページ

にあります図２で好循環の図がありますけど、こうしたモデルの確立が不可欠であるとい

うふうなところです。 

 次に８ページです。こちらは世界トップ大学の取組と我が国の現状ということで整理さ

せていただいております。①が強いシーズ・人材の創出というところで、世界大学ランキ

ング、ＱＳランキングを引いておりますけども、我が国大学が相対的な地位低下の局面に

あるということと、次の９ページですけども、Ｔｏｐ１０％補正論文数においても、これ

はアジアの中でもプレゼンスが大きく低下させているということを御紹介させていただい

ております。 

 １０ページですけれども、１７行目、人材面においてもというところで、我が国は主要

国の中で唯一、博士号取得者数が停滞傾向にあるということで、これは１０ページ図６の

左側を見ていただくと顕著になっております。 

 １１ページ、３行目です。加えてというところで、我が国の大学教員が研究活動に充当

できる時間の割合は減少傾向にあるということ、これは図７の左側のグラフを見ていただ

ければと思います。 

 次、１２ページですけども、５行目、②産学連携ということですけども、産学連携の件

数や金額は増加傾向にあるものの、小規模な案件が中心であるということで、図８を見て

いただければと思います。その上で、同じ１２ページの１２行目でございますけども、大

阪大学と中外製薬による１０年１００億円規模のものとか、筑波大学とＡｍａｚｏｎ・Ｎ

ＶＩＤＩＡによる大型の国際連携等、大型かつ戦略的な産学連携の先行事例が生まれつつ

あるということで、良い動きが見えてきているというところを紹介させていただいており

ます。 

 １３ページ辺りから世界トップ大学の事例、これは第２回でもいろいろと御議論いただ

きましたけれども、参考になる取組として８行目辺りからですけども、ＭＩＴの会費制の

産学連携プログラム、会員企業からの寄付や共同研究といった資金獲得に結びついている

という好事例を紹介させていただいております。 

 次、飛んで１５ページでございますけれども、こちら知財収入を活用した好循環の成功

事例ということで、これも第２回で示させていただきますが、ペンシルバニア大学の事例

をまとめさせていただいております。 

 次が１６ページです。１４行目から、これは後半でも言及していくところになりますけ
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ども、特定分野における高い研究力・教育力を生かし、産業クラスターの中核として大学

が特定分野の産業競争力強化に貢献する事例ということで、１７行目辺りからケンブリッ

ジ大学のバイオ・メディカル分野における世界トップクラスの研究力を生かして、医療機

関や民間企業を誘引している事例というのを紹介しております。 

 もう一つ、１７ページ３行目から台湾の新竹サイエンスパーク、当局、陽明交通大学、

ＩＴＲＩ、ＴＳＭＣ、こういったところが一体となりまして、世界トップレベルの半導体

産業クラスターを形成している例をまとめさせていただいております。 

 次、１８ページですけども、多様な手段による財務基盤の確立ということで、４行目の

後ろから、世界のトップ大学は多様な収入源により収益規模を大きく増加させ、その資金

を再投資することでさらなる成長を遂げているというところでございます。特にというこ

とで１１行目ですけども、基金運用益を見ますと、これは論を俟たないわけで、ハーバー

ド大学は８兆円規模の基金を運用して、そのリターンをしっかりと再投資しているという

ふうなところです。 

 １９ページ、長期的な視野での戦略的投資を可能とする体制構築というところで、２０

ページ、６行目辺りからＵＣバークレーの事例を引かせていただいております。９行目で

すけども、２００６年から２０２４年にかけて、収益規模は２.７倍へ成長し、収益に占め

る政府資金割合は５４％から２９％となり、非常に多様化をさせながら成長している事例

を引かせていただいておりまして、２１ページ、２２ページ、それを背景として不断の改

革をカリフォルニア大学全体として進めているという事例をまとめさせていただいており

ます。 

 これらを踏まえて２ポツの政策の方向性と具体的な施策ということで、２３ページです。

まず、（１）の政策の方向性ということで２つ、世界トップ大学と同等の柔軟な経営環境実

現の必要性ということ、②が新技術立国の核となる産業競争力強化に貢献する新たな研究

大学群の必要性ということを書かせていただいております。 

 具体的な話、２４ページから、まず新たな研究大学群の形成というところの具体的な記

述ですが、①は定義です。９行目からですけども、国家戦略上、重要な「１７戦略分野」

等について、各大学が有する世界水準の卓越した特定研究分野において、大規模経済圏等

のエコシステムにおける教育研究を推進するとともに、産学連携を通じ産業競争力強化に

強力にコミットし、新技術立国の実現に貢献する。これをミッションとすべきというふう

な整理をさせていただいております。 
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 その上で、２５ページ、②で位置づけでございますけども、国際卓越研究大学やＪ－Ｐ

ＥＡＫＳとともに研究大学群として位置づけていくものの、そのミッションは今、申し上

げたとおり、それぞれ違うということです。このミッションを果たしていく中で、７行目

でございますけども、各大学がそれぞれに持つ強みを世界水準で磨き、日本全体として各

大学の多様性にそれぞれ高い質が伴う形を目指していくべきということを書かせていただ

いております。 

 飛んで２７ページですけれども、本大学群に求められることということで、これは前回

の研究会でもお示しした要件についてでございます。１９行目、Ａが研究力・人材という

ところで、特定研究分野において、世界に特に高い評価を得る研究力と人材育成機能を有

するというふうなことを書かせていただいております。 

 次、２８ページですけども、Ｂが経営・ガバナンスです。５行目辺りから、産業界等か

らの投資を呼び込むため、大学経営層やそれを支える層に外部人材を積極的に登用するの

は、世界トップ大学と同等水準の迅速かつ柔軟な意思決定を可能とするということと、１

１行目、部局と産学連携部門、経営層・本部が一体となるというふうな体制が示されてい

るというふうなことを書いております。 

 Ｃが産学連携でして、１６行目、産業分野／大規模経済圏等の中核として産業の発展・

競争力の強化を実現する戦略が示されていること。１９行目、学内シーズの発掘から世界

水準の成果創出・社会実装に至るまでの道筋が具体性高く示されているということを記載

しております。 

 ２９ページ、成長性でございますけども、３行目、大学の持続的な発展に向け、大規模

かつ持続的な外部資金の獲得や学内でのリソース配分、こういったことについての戦略的

な計画を有することということを書かせていただいています。 

 次、国際性、１１行目ですけども、様々な体制がグローバル市場での産業競争力強化へ

の貢献の観点から適切に整備されていることということでして、これらを踏まえて（３）

ですけども、世界で競い成長するための経営改革・制度環境整備・支援措置、これらを三

位一体でやっていこうということでまとめさせていただいております。 

 ３０ページですけども、１６行目、①経営改革、具体的な方向性を３１ページから書い

ておりますけども、ガバナンスについては、ガバナンス体制の整備による意思決定の迅速

化、経営人材の高度化、そして本部機能の強化と本部と部局の連携強化。次が３２ページ

です。ファイナンスとして１５行目、法人内の資金の見える化、人事給与マネジメントの
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高度化、適切なコスト負担。３３ページ、教育・研究環境でございますけども、柔軟な教

育研究上の基本組織の設置ということで、研究科とか専攻科を大くくり化していただいて、

より柔軟に機動的に展開していただくということ。 

 あともう一つ、２６行目、「契約学科」でございます。これは政府として契約学科のモデ

ル事業を創出するために、その設置を進める大学に支援を行うこととしておりますけども、

これらの取組を政府のほうでスタディさせていただきまして、契約学科の組成のための指

針を取りまとめることが有効であるというふうな記載がございます。 

 ３４ページですけれども、制度環境整備というところで、これも前回、議論いただいた

と思うのですが、まず、資金の柔軟な運用と繰越し。これは今、進めております研究開発

税制による企業投資の促進。次の３５ページ、出資制度の運用の見直し。６行目の定員措

置の柔軟化というところで、今、情報分野で特例的に認められている国立大学のビルド・

アンド・スクラップの定員管理の保証ですけども、これを１７戦略分野に広げるべきとい

う話。１２行目、これは新たな記載になっておりますけども、国立大学法人、一定金額、

１,８００万円以上の調達になりますと、国際入札を経ないといけないという非常に手続

が煩雑であるという声をよく聞くわけですけども、そちらの柔軟な運用について触れさせ

ていただいております。 

 ３５ページの２６行目ですけども、国際卓越研究大学は、いわゆる１０兆円ファンドを

活用した既存の枠組みが存在しますが、新たな大学群については、新たな枠組みを検討す

べきであるというふうな記載をした上で、３６ページにございます具体的な方向性という

ことで、２つの支援の方法、一つはＡ、分野ごとの支援ということで、１７分野それぞれ

の産業政策にひもづいたようなメリハリを効かせた支援、縦の支援で、Ｂが研究大学群の

研究力・産業連携機能強化ということで、大学の機能強化とか、あと１７分野にひもづか

ないんだけども、創発的な研究をしていく、そういった支援ということが必要である。こ

れは横の支援というふうなイメージでございます。 

 以上が新たな大学群の枠組みと、それに対する支援とか経営改革の方向性ですけども、

最後（４）が、この研究会そもそも大学経営の在り方とか、今ある制度の中でもできるこ

とがあるんじゃないか、プラクティスを整理すべきじゃないかというところでスタートし

たわけですけど、そういう意味では積み残しのところ、道半ばなところというところで、

残された課題を整理させていただいております。 

 今ある制度での在るべきプラクティスということで、３７ページの１０行目の後ろから
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ですけども、新たな大学に限らず、改革に取り組む意欲ある大学全体にとって実務上の参

照となるよう、大学経営ガイドラインを令和８年度内に策定することは有効であるという

ふうなことを示した上で、３８ページ以降に今、考え得るアジェンダを整理させていただ

いております。 

 ①強いシーズ・人材の創出というところで、９行目辺りから研究支援体制の強化、国研

との連携、ＵＲＡ機能の強化、そして、それぞれ教職員のミッションが変わってきますの

で、１４行目、教職員評価改革とキャリア複線化。②が産学連携でございますけども、２

３行目から、特許の量から質への転換とか、２７行目、大学発スタートアップの経営力の

強化というのを書かせていただいています。 

 最後、３９ページですけど、財務基盤の構築というところで、１２行目、共同研究対価

設定の改善とか、大学の「知」のマネタイズ方法の最適化、会計制度の弾力化、間接経費

の拡充。④が長期的な視野での戦略的投資を可能とする体制構築ということで、より経営

サイドに立って、２４行目、戦略的なリソース重点配分、学長の権限強化と迅速な意思決

定等に向けたガバナンス構造の整理というふうなことで整理をさせていただいております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、今、御説明のありました資料２、中間とりまとめ（案）に関する質疑応答と

全体のディスカッションをこれからさせていただきたいと思います。 

 １巡目につきましては、委員各位から４分程度を目安に御発言をいただきたいと思いま

す。多くの皆様に御発言いただきたいと思いますので、簡潔にまとめていただき、ぜひ４

分以内としていただくようお願いいたします。 

 事務局への質問の回答は、１巡後まとめて回答させていただくということにしたいと思

います。会場の方は挙手にてお知らせください。Ｔｅａｍｓの方は挙手ボタンにてお知ら

せいただければと思います。委員の皆様の御理解、御協力をどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、御意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、牧委員、

お願いいたします。 

【牧委員】  資料４に意見書をまとめさせていただいております。新しい大学群の形成

ということで、４点ばかし御提案を申し上げます。 

 一つは、今回、大学全体の改革も重要ですが、特定領域について強い大学群をつくると
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すると、本部主導型よりも部局主導型、連携はもちろん当然必要だと思いますが、部局主

導型の改革をしないといけないのであろうと。そうすると、申請主体はもしかしたら部局

単位にしたほうがいいのかもしれないと。大学のバックアップも当然必要ですが、そうす

ると、その申請した部局の学内特区がどのくらいうまく機能するか。それと、多分スター・

サイエンティストみたいな特に優れたリーダーがいて、海外の事例であったり、研究者を

引っ張ってくれるような人をリーダーにすることが重要ですし、あと、この改革は相当な

スパンが必要なので、１０年ぐらいの任期でそのリーダーがコミットできる体制をつくっ

ているところ、そういうところのほうが恐らく機能するんじゃないかというふうに思って

います。 

 ２番目が、１７重点領域を中核に据えることには全く異論がないんですが、併せて急速

に進展する社会科学領域のテック化みたいなものを考えたほうがいいんじゃないかという

ふうに思っています。 

 米国の事例で見ていても、ＡＩとデータサイエンスは、エンジニアリングだけではなく

て社会科学で使われるようになっていて、しかもスタートアップが、いわゆる理系の研究

者だけではなくて、社会科学者がどんどん会社を立ち上げる時代になっているということ

を考えると、日本でもそこは当然考えていかないといけないということが起業家の話。な

ので、工学もしくは医学の枠組みに限定しない、社会科学含めた領域を考えていきましょ

うというのが２つ目です。 

 ３つ目が、設置形態の多様化と組織モデルの検証ということで、基本的に研究大学で強

いところが国立大学であることは変わりないと思いますが、国立、公立、私立、幾つかの

タイプが日本にあるので、そこの３つのポートフォリオは何らかの形で考えて、そして、

その設置形態の違いによる強みを組織モデルに生かしていくということ、これは重要なん

じゃないかというふうに思っておりますので、これは効果検証も当然しないといけないと

思います。 

 最後に、ＥＢＰＭとナラティブという話で、これもこういった新しい政策を新たな社会

実験と位置づけるとすれば、実行後の客観的な評価と、その知見の蓄積のプロセスをスタ

ートする段階で制度に組み込んでおくことが重要であろうと思っています。なので、これ

の成功指標は何かというＫＰＩをきちんと明文化することも大事ですし、何と比較するか

というコントロール群もきちんと最初に用意した上で採択をしていかないと、きちんとし

た評価ができないだろうと。 
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 それと、数字だけで測ろうとするとゆがむので、ナラティブみたいなもの、ここからど

んな価値競争が生まれたという物語がきちんと集まる仕組みをつくっておく。これは政策

の持続性の意味でも、有権者からの理解を得る上でも極めて重要なので、最初から仕組み

としてつくっていかないといけないなと思っております。 

 この意見書を出した後に昨日の新聞を見て思ったんですけど、落選大学という表現はど

うにかしたほうがいいかなというふうに思っていますし、あと、はざま大学という表現も

最近、生まれているようなので、ブランディングとしてもっと魅力的なネーミングをメデ

ィアに書かれる前に先に決めないといけないなというのが、追加で思っていることです。 

 以上です。 

【大野座長】  どうもありがとうございます。最後の点は全くそのとおりだと思います。

新しい枠組みとして、我々の国の未来を切り開く大学群をお願いしていこうとしているわ

けですので、全然的外れだなと思って見ていました。どうもありがとうございます。 

 それでは、オンラインで両角委員、お願いいたします。 

【両角委員】 両角です。ありがとうございます。私のほうから何点か申し上げたいと思

います。 

 まず１点は、私の読み方が浅いのかもしれないのですけど、新しい大学群の話と契約学

科などの話と、あるいはそれ以外の全ての大学を対象とされているような制度とか施策み

たいなものが、ちょっと分かりにくい気がしたので、そこが明確になるといいかなという

のが最初に読んだ印象です。 

 ２つ目が、例えば３９ページに学長の権限強化とか、３３ページに部局の強い権限とい

う表現があったのですが、特に国立などではもう権限上はかなり強くなっていまして、そ

の問題というよりは、むしろマネジメント能力とか実行力とか組織文化などのことではな

いかなと思いますので、権限の問題として書かないほうがよいのではないかなという気が

しました。 

 次が１８ページ目のところになるのですが、最初の４行目辺りで世界のトップ大学は収

入を大きく増加させてというのは、アメリカのハーバードとかイエール大学を想定してい

るのかなと思いました。ただ、多くの州立大学とかあるいは欧州の大学は、やはり公的資

金が中心となっているモデルでそれらも見たほうが良いと思います。この記載自体が、間

違いではないですけれど、これだけが世界のモデルではないというところも必要なのかな

という気がしました。また、同じページの下のほうから出てくるＵＣバークレーの事例も、
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非常に魅力的な事例ではあるんですけれど、同時にかなり特異な事例として私は考えてお

ります。シリコンバレーとかなり近く、ベンチャーキャピタルとか企業とか人材が集中し

ているうえに、人材流動性も高いという、そういう地理的な特異性がある上で可能になっ

ている側面も大きく、大学改革だけで説明できないといったところは、今回のような議論

をするときには留意したほうがよいのではないかなと思いました。つまり、大学がこうい

う努力をしていないというだけの話として書かないほうがいいかなと思いました。 

 あと、６ページ目のところで明らかに記述が間違っているので直していただきたい点が

あります。モリル法とランドグラントの話ですけれど、カリフォルニア大学はランドグラ

ントの要素はありますけど、それだけではないので、この例としてカリフォルニア大学を

出さないほうがいいということと、あとコーネル大学は確かにランドグラントとしてでき

ていますけれど、私立大学ですので、州立大学群の基礎を築いたというのが間違っている

かなというふうに思いました。 

 あと５ページ目のところも私の理解と違うというか、図の上の辺りに書いてあるところ

で、ＡＩとか量子とかワクチン等の事例に見られるようにというようなところで、ＡＩと

かワクチンなどはここでの説明に合っていると思うんですが、量子はその方向性を目指し

ていても、まだここで書かれた局面には入っていない分野なので、例示から量子を外した

ほうがいいのではないかと思いました。 

 また、図１の下にある、国力に応じて、との記載がありますが、私の理解と少し雰囲気

が違っていて、多くの国が同じ分野、ＡＩ、量子、バイオ、半導体に投資しています。投

資の規模とか範囲はもちろん国の財政力とかいろんなことによって違うんですけど、分野

自体は似ているので、ちょっと書き方を変えてもよいのかなと思いました。 

 他にもいくつか気になるところがあったのですが、例えば１３ページとか１４ページ辺

りのところなんですが、産学連携がもっと進んだらいいなという観点から、いろいろ書い

てあるのですが、この記載は手続上の表層的なことが書かれていますが、産学連携が期待

されるように進まない理由はもっと他の要因にあって、インセンティブの不一致とか、時

間軸も違うとか、間接経費などの制度上の問題とか、あるいはそもそも企業と大学の人の

行き来が少ないとか、あるいは企業側の問題もあって博士人材の活用が限定的で、基礎研

究の投資が弱いとか、何かそういう根本的な要因についても、もう少し記載があったほう

がいいのではないかなと感じました。 

 いろいろありますが、取りあえず、そろそろ時間ですので、以上とさせていただきます。
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ありがとうございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございます。 

 続いて、松本委員、お願いいたします。 

【松本委員】  ありがとうございます。僕のほうからこれまでの会議で提案したこと、

今回のとりまとめの中でも１４ページ、１５、１６ページに記載をまとめていただいてい

ます。ありがとうございます。 

 それで僕の観点は、大学の独自財源です。その中でも特に米国の大学で大きな比率を占

めるのが知財収入、ストックオプション、それから大型の寄付です。ここにフォーカスし

て、どうしてこれが達成されるかというところで分析してまいりました。 

 一つは産学連携ということで、企業との共同研究って、これの数を増やすことをずっと

考えて、それは大事なんです。個々の研究には大事だけども、実はこれが大学への知財収

入にはあまり影響していないということは重要な点というか、認識すべき点だと思います。 

 一方で、ペンシルバニア大学の例が一つの一番典型例ですけど、たった１０年で組織改

革して、知財の収益を大幅に達成しているんです。肝は、要点は大学による単独出願から

スタートアップというところに非常にスムーズに連携しているという点が大きいんです。 

 僕の資料は資料５にまとめて記載していました。その資料５の２ページ目ですけども、

知財収益を拡大するためにどういう仕組みがいいんだろうかというと、現在、大学からの

知財というのは、知財の担当者個別にこれを出願するというところに、何かむしろ目的を

置いて、それをしているというだけで、数は多いんだけども、実はクオリティーが悪いと

か、ほとんど収益につながっていないというのが現状であると。だから、知財収益が期待

される出願を選別して、そもそも出願の段階で高度化するという、このプロセスが一番重

要だと思うんです。従来にない製品やサービスが生まれるんだろうか、スタートアップへ

の可能性はどれだけあるのか、できるだろうかという、ここで厳密に選ぶということです。 

 もう一つ、実は勝てる特許明細書というのがなかなか達成されていなくて、この場合は

むしろ、どこの特許事務所の誰がいいかという、そこまでネットワークがきちっとしてい

ないと、いいものを書けない、勝てる出願になっていないんです。ここも大事な点です。

それから、絞り込みをすれば、おのずと量より質に転換することで、海外への出願も達成

できると。こういうふうにしていくことが大事だと思います。 

 ３ページ目、それを達成するために、今後どういったことが必要かということは、まだ

これから継続的に議論していただきたいところで、一つは小規模や中規模、とりわけ小規



 -13- 

模の数がメインになってきますけども、共同研究というのは大学の知財収入には貢献して

いないということが、我々、皆、大学のほうに共有されるということです。一方で特許出

願が高度化されることで、そこからスタートアップにうまく連携できれば、独自財源の増

大に寄与する。この２つが広く認識共有されることが大事かと思います。 

 その上で、特許出願の高度化からスタートアップ連携、これをどんなふうにして達成す

るか。知財のマネジメントチームで対応するということが重要で、ポイントは、ベンチャ

ークリエーション人材という本当にゼロイチのクリエーションできる人材というのは、実

は全国でこれ非常に少ないです。でも、このベンチャークリエーション人材は必要なので、

これを利用するというと言うと変ですけど、こういった人たちの力を発揮していただくこ

とが大事かと思います。研究成果からどんな新しい製品・サービスが生まれるかと想定で

きる人、クリエーションできる人で、ベンチャークリエーションから資金調達の現場での

経験を自身が持てるという人がいますので、１０人、２０人という数かもしれません。こ

こが非常に肝になるかなと思います。 

 そういう人材が配置されることが必要ですけど、くれぐれもといいますか、地域ごとに

分けるのではなくて、領域ごとにそれぞれで強みを持つベンチャークリエーター、クリエ

ーション人材が地域を越えて関与できるような、そういった仕組みがあれば、最初のクオ

リティーの高い特許出願できるんじゃないかと思います。こういったことが継続的に検討

されていただきたいなというふうに思っています。 

 以上です。ありがとうございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、オンラインで渡部委員、お願いいたします。 

【渡部委員】  ありがとうございます。中間とりまとめ全体的には妥当と思いますが、

論旨の解像度を上げる観点から３点、申し上げたいと思います。 

 報告書でいうと図２の辺りなんですけれども、価値の創出による資金の獲得と戦略的な

投資の好循環というところで、大学のシーズ・人材の創出の起点というような書き方にな

っています。これをより解像度上げますと、産業にとって重要なのは、投資可能な状態に

あるアセットがないとスタートができないんです。何を言っているかというと、人材もそ

うなんですけど、高度な研究開発強化推進等の人材があって、知財として、今これ松本委

員が言われたところと重なるんですけど、あるいは知財として守られている研究成果、あ

るいはデータノウハウでも保護されていないといけない。それから、企業や投資家にとっ
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ての投資対象として明確に区分されていないと。これは利益相反とかの管理がちゃんとさ

れていないと投資対象にならないんです。いい研究だとか、そういう言葉だけではなくて、

投資対象となるという間に少し隔たりがありますので、ここをちょっとしっかり明記して

いただいたほうがいいと思います。 

 最近、私が座長をやっている全国大学スタートアップのネットワーク事業、ＮＩＮＥＪ

Ｐという事業がありますけど、これは全国から推薦されてくる、地方でも優れた案件がす

ごい予想以上にあるなというのは実感しています。これはやっぱり日本の特徴で、国立大

学が各県にあってということもあって。ただ、特許が取れていない。取れていないんだっ

たらいいけど、出せていないという、そういうかなり致命的なものが多くて、これは今の

話でいうと研究センターはあっても、それが投資対象となる知財になっていないんですね。

その意味ではアセットとして投資可能な状態にするところの部分が大切だということが１

点目です。 

 ２点目なんですけれども、これも先ほどの御発言と重なるんですけど、価値還元、資金

獲得のフェーズで、決定的に重要なのは大学の手続や契約の能力でありまして、これも私

が関わっています米国最大の産学連携団体でＵＩＤＰというのがあるんですけど、そこで

最近よく議論されているような言葉が、アジャイル大学っていうのをこの間聞いて、何だ

ろうと思ったんです。結局、契約とか基礎研究とか、そういう処理を迅速かつ柔軟に回せ

る組織能力のことを盛んに議論していました。米国やＵＫでもこれが課題だと言っていま

すけど、恐らく日本の大学はこの点で大きな機会損失があるかと思います。報告書でも意

思決定の遅れとか、そういうようなことが書かれていますけども、特に実務上では、契約

の遅さというのは、相手がスタートアップのときはかなり致命的です。ガバナンス改革の

中核に、そういうアジャイル大学という言葉がいいかどうか分からないですけど、契約な

どの柔軟かつ高速化が世界的にも注目されているものであるので、反映していただければ

と思います。 

 ３点目ですけれども、大学の産学連携、技術支援に関するポリシーの問題、これはもう

長らく、それこそ１０年、２０年前にやってきたこと、やったことであって、最近はそこ

は出ていないと思うんですが、今まさにリサーチアビリティとかそういう観点で、特にス

タートアップ創出や何かにも適用しないといけないフェーズになっています。 

 最近、２月２日に、先ほど言いましたＮＩＮＥＪＰでスタートアップ・インテグリティ

推進シンポジウムというのがありました。大学がスタートアップ創出を取り組む上で避け
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て通れないということで、自主的に始まっているんです。名古屋大学さんなんかが中心に

なって始めたことなんですけど、ここで議論になっているのは、やっぱりデュアルユース

に対する取組をどうするか。ここを今までなかなか、むしろ避けているので、結果的にイ

ノベーションを抑制しているみたいなところがあって、ここは避けて通れないことは明確

だと思います。 

 これもちなみに先ほどＵＩＤＰの議論でも非常に、顕著になっていまして、４月に開催

されるロンドンのフォーラムなんですけど、それの企画委員で１回目は出なかったんです

けど、夜中の会議で出なかったんですけど、２回目出てみましたらＵＳとＵＫ、カナダな

どから起案された２日間の日程のほぼ半分が、デュアルユース管理とかセキュリティーの

関係の議題です。ＡＩなど昨今そういう問題が非常に大きくなっているのと、具体的な案

件がかなりあるというふうになっているので、ここについてデュアルユースも責任ある形

で関与して産学連携をという、リスクは認識し、アカウンタビリティーを確保しつつ、イ

ノベーションは止めないみたいな、そういう言葉が出てくる、避けて通れない論点かとい

うふうに思っています。 

 以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、本間委員、お願いいたします。 

【本間委員】  ありがとうございます。今の図２、図２０の好循環モデル、２回出てま

いりますので非常に重要な図だと思っているんですけども、その中でいろいろな要素があ

りますけれども、人材育成というところについて少し発言させていただきたいと思います。 

 大学の使命というのは人材育成というところがございますので、今回でいえば産業界と

連携しながら国際競争力に資する人材を育成していくということになって、それがどんど

ん人材が持続的に生み出されることによって、アップスパイラルが回っていくことになる

かと思います。 

 そのときに重要なのは、大学としてはそういう人材育成のプログラムを、いかに体系化

したプログラムをつくるかというところだと思っております。恐らく産業界はそれぞれ多

様なニーズがあると思いますし、今回の契約学科等でも、それぞれの企業のそれぞれの視

点でのニーズがあると思うんですけど、やはり体系化した力を涵養する、つまり、そのと

きにはその課題に取り組んだけれども、次には別の課題が来てもそれに取り組んで解決す

ることができるというような、そういう力を身につけられるようなプログラムをつくって
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いくことが大事だと思っております。 

 そのときに、もちろんそれぞれの企業の課題といったものを取り込みながら、企業です

とずっとオン・ザ・ジョブ・トレーニングのような形で長らく人材育成をやってきたとい

うところもあると思うんですけども、そこにさらに大学の知見も入れて体系化して、スピ

ーディーに、かつ、深く、そしてもちろん一人一人の能力もそうですけど、孤立している

のではなくて、連携しながら事に当たっていけるというような、そういうような人材を育

成するようなプログラムを大学がいかにつくっていけるかというのが重要だというふうに

思っております。 

 そこにはもちろんいわゆる下から上がってくるストレートな学生さんだけでなくて、企

業で既に働いていらっしゃる方、社会人の学生の方も入ってくると思いますし、それから、

企業で活躍されている方が大学にクロスアポイントメントで入ってくるというところも当

然あると思いますし、企業の場で実際に学生さんが教育されるということもあると思いま

す。ですから、そういう形での体系化したプログラムを企業、産業界と大学が連携してつ

くっていく、それができるかというところが非常に重要だと思っております。 

 あと、特にいわゆる社会人博士でない学生さんに対しての経済的なサポートというと、

今までもいろいろなプログラムが、ＳＰＲＩＮＧ等々をはじめ御用意いただいていますけ

れども、そこは大学にいると今、非常に大きな課題です。実際に博士課程に学生さんが残

ってくれるかというところで、そこのところは非常に重要ですので、そこもやはり産業界

とも連携しながら、そういうサポートをしっかりつけるということと同時に、そういうよ

うなサポートを得るということの奨学金とか謝金ではなくて、自分が研究者としてその研

究をすることによって対価を得るというような雇用契約ですよね。そういう形でやること

によって、その学生にももちろん自分の自覚も生まれますし、もっと言えばＮＤＡのよう

な、そういうところも当然カバーできることになってくると思いますので、そういう形で

の産業界と大学の近接化というようなところも含めて、いろいろ検討していくことが重要

かと思っております。 

 あと、国際化というか留学生の問題等々いろいろございますけども、そういったところ

も、いろんな見方があると思いますけども、大学側としても注視しつつ、広く日本の国際

競争力に貢献できるような、それは世界に貢献するということにほかならないと思います

ので、そういう形でのプログラムをつくっていくことが重要だと思っております。 

 以上でございます。 
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【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、オンラインで野口委員、お願いいたします。 

【野口委員】  野口です。中間とりまとめ案の御説明どうもありがとうございました。 

 私のほうからは３点、御意見を申し上げたいと思っています。 

 １点目は、世界で競い成長する大学になるための戦略としまして、ガバナンス戦略と教

育研究の高度化戦略、そして財政戦略の三位一体の戦略が一丁目一番地の戦略であると思

っています。それらの内容については表現を少し変えながら、この中間とりまとめに記載

されておりますので、その点は非常に私は良いと思っています。 

 そのような観点から、私も何回かこの研究会で発言もしています、３３ページ以降に書

かれています契約学科です。産学連携の新たなメカニズムで、産業界等の人材育成もそう

ですけども、資金導入面でも私は非常に効果があると思っています。もうすぐ公募予告か

ら本公募の実施となると思います。関連して、先行事例も一部プレスリリースされている

のも見ましたけれども、企業と連携をして学位を出すプログラムを設置するというのは、

まさに大学におけるガバナンス戦略でもありますし、その人材の輩出分野に１７の戦略分

野を置くということも、これは文字どおり教育研究の高度化戦略ともなり得ると思います。 

 その上で、２点目ですが、財政戦略についてですが、やはり企業からの資金導入に対す

る税制上の優遇措置というのは非常に重要で、その部分の書き込みはもう少し強調しても

良いのではないかと個人的には思っています。 

 例えば大学の財源多様化の一つとして、大学債というのも幾つか記載されていますけれ

ども、例えば３億の学校債を企業に５年、無利息で購入してもらって、その支出の３億に

対して例えば優遇措置があれば、さらに大学への資金流入は推進されると思います。大学

としては、その資金を他の資金と一緒に原資として運用していくと、その運用益を例えば

先ほど言いました契約学科の運転資金に充当するとか、そのような取り組みが進んでいく

と、多様な契約学科の増設にも私はつながっていくのではないと思います。ですので、そ

のような位置付けの大学債への購入に対する優遇措置というものがあってもいいのではな

いかと思ったのが２点目です。 

 ３点目が、２３ページ以降の新たな大学群の選定についてです。もちろん公募になると

思うのですが、私は受付門戸は一定の基準はあっても可能な限り広く、審査と絞り込みは

厳しくという方針で臨むのが良いのではないかと考えます。例えば、国際卓越研究大学の

申請大学やＪ－ＰＥＡＫＳの採択大学はもちろんのこと、本文中に記載もありました特定
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分野に世界的に高い評価を得る研究力を有する、場合によってはその研究力が個人の研究

者に依拠している場合や小集団に依拠している場合もありますので、例えば６２３ある特

に私立大学にはこのような隠れた潜在的な研究力が一定数あると思います。そのような観

点も踏まえ、潜在的な本当に世界的に高い評価を受ける研究を取りこぼすことがないよう

に、３６ページの申請方針に沿うような旨を記載していただければと思います。本研究会

の委員として、私立大学で入っているメンバーは非常に少ないですが、そのようなメッセ

ージが、大学全体のボトムアップにつながり、結果としてピークアップにもつながってい

くと思いますので、ぜひ潜在的ポテンシャルもある私立大学に対しても申請門戸を広げて

いただくようによろしくお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、杉原委員、お願いします。 

【杉原委員】  杉原でございます。 

 人事給与マネジメントについての記載が、実際に大学にいる現場感覚からすると少し弱

いと思っています。実際に海外からトップ研究者を日本に招聘しようと思えば、今の大学

の教員の給料では安すぎて当然ながら誰も来てくれないというのが実情です。今こういっ

た人材の確保を本当にしようと思えば、膠着した大学の給与体系等を大きく変革していか

なければいけない。当然ながら財源をいかに確保するかがその背景にあります。しかし、

膠着した考えがどうしても残っていて、国立大の教員が例えば兼業する、クロアポする等

になったら、煩雑な学内の会議を通して許可を得て、さらに利益相反のチェックを受けて

と、ものすごくハードルがあります。そういったものをいかに簡略化して、例えば給与財

源となる企業からの資金導入をより簡便にできるかなどが大きなブレークスルーになると

思っています。 

 例えば国立大学でも、アメリカのように９か月制や１０か月制を導入して、残った２、

３か月を自身での裁量でしっかりと資金確保できるようにするような制度等ができれば、

今申し上げたような例えばクロアポとか兼業といった学内の審査、さらに付随する利益相

反などの、色々なチェックをかなり簡略に進められるのではないかとも思っています。 

 これは実は教員だけではなくて、事務職員や研究開発マネジメント人材にも同じことが

言えていまして、若い事務職員たちが民間の給料がいいため、大学を辞めてどんどん出て

いっているのが実情です。ですから、若い優秀な事務職員等に対しても給与還元する仕組
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みが必要です。ＵＲＡなどの研究開発マネジメント人材も、コンサルやったほうが実は儲

かるってみんな分かっているんです。ですから、キャリアがある研究開発マネジメント人

材は、自らコンサルで起業していくようなケースなんかが最近出てきていまして、やはり

そもそも大学の給与体系がかなり膠着化しているのが大きな原因だと思っています。 

 ですので、この制度でしっかりとその辺を強くうたっていただき、給与の比較、例えば

欧米と比較するデータがあれば、これだけ違うのかというのは一目瞭然で分かると思いま

す。それをどのように日本の大学の給与体系を欧米や大手民間並みに持っていくのかなど

の議論をしっかり進めるきっかけにできればいいと思っております。 

 簡単ですけども、以上です。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、オンラインから小川委員、お願いいたします。 

【小川委員】  ありがとうございます。中間とりまとめの作成ありがとうございました。 

 これまでの多様な議論を網羅的に取り込んでいただいていると思います。他方で、非常

に盛りだくさんな内容になっているだけに、昨日の新聞の記事のとおり、本研究大学群と

国際卓越研究大学との違いが、一見すると分かりにくいところがあるかと思料します。以

前にもこの会合で申し上げたとおり、国際卓越研究大学の２番手をつくると見られてはい

けないと思いますし、実態もそうなってはいけないと思っています。 

 そのときに特徴としてやはり出すべきは、もう既に議論されていることですけれども、

特定の分野がビジブルであるということ。それから、産学連携によって競争力の強化につ

なげるということ。この２点は要件の中などでもしっかりと確保されるようにすべきだと

思っています。 

 この２つ目の産学連携、競争力の強化につなげるために、産業界側が一番大事だと思っ

ていることは、人材の多様性、流動性であります。なぜ企業は海外の大学ばかりと組むの

かということをよく言われます。企業は、特に別に国内外を区別しているわけではなく、

グローバルに事業活動をする上で、グローバルレベルの水準の研究を求めた結果そうなっ

ているということです。ですので、国内の大学がそれに値するためには、やはりグローバ

ルレベルの研究水準を特定の部門において実現する必要があり、そのためには国境を越え

た研究者の流動化は不可欠であると思っています。 

 また、産学連携について、先ほどの両角先生からあった制度面を変えるだけではなくて、

やはりカルチャーからしっかり改革していかないと実現しないのではないかという御指摘
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はそのとおりだと思います。そのカルチャーのギャップを埋めるために一番大事なのは、

やはり産学間での人材の流動性だと思います。これも研究者だけではなくて経営層、それ

から、支援人材、ＵＲＡとか知財人材とか、あらゆる層において産学間でもっと人材の流

動化が進むということが、最終的には産学連携を円滑化し、産業競争力の強化につながる

と思っています。 

 全体を通読しまして、人材の多様性、流動性のところが少し弱いかな、あまり読み取れ

ないかなと思いましたので、もう少しここをはっきりと打ち出していただけると、経済界

側としてはありがたいと思いました。 

 その際に、先ほど御指摘があった人事給与の面というのは非常に大きいと思います。私

たちも、今しっかりとした数字が手元にあるわけではないですが、以前、支援人材に関し

て、民間と大学の給与格差をざっと計算したところ、民間よりも大学の給与が年収で３０

０万ぐらい低いという結果が出たことがございます。海外から、あるいは産業界から優秀

な人材を引き寄せるためには、これまでの慣習等にとらわれずに給与処遇面で大幅な改革

をされるということも、大学側には求められているかと思います。 

 以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、倉田委員、お願いいたします。 

【倉田委員】  中間とりまとめ、どうもありがとうございました。 

 大学経営の中で産業競争力の強化というのをより今回、鮮明に打ち出していただいて、

大学の強みを明確にして産学連携を深化させるという点は、すごく高く評価できると考え

ています。 

 今日は期待する点を３点、挙げさせていただきたいと思います。 

 １つ目は研究開発の社会実装に関してです。企業は社会課題の解決によって対価を得て

います。その過程で社会ニーズにどう応えるかというのは常に議論して、具体的なニーズ

を把握しようとしています。基礎研究から社会実装まで一気通貫でつなげるには、大学の

研究現場では早い段階から最終的な社会実装のニーズを共有、理解することが重要だと思

います。そうした理解が結果として必要かつ意義のある基礎研究を育てることにもつなが

るはずだと考えています。 

 企業側もニーズを積極的に共有して、産学で解決すべき課題とその解決策を共同で進め

られる体制が整えば、開発リソースをより有効に活用できるのではないかと考えています。
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こうした初期段階からのテーマの共同設計を促進するための例えば税制優遇の仕組みの反

映や、あと大学経営のガイドラインということについては、企業と大学の人材活用の設計

を検討していただけるとありがたいと思います。 

 ２点目は、重点分野の後押しと基盤技術の両立についてです。重点分野を決めて社会実

装に向けてメリハリをつけて支援するというのは、これは賛同いたします。一方で、日本

の強みであるものづくり力を支える基盤技術、これを継続的に強化する視点も欠かせない

と考えています。企業の研究開発は、どうしても実装側に資源を注力する必要もあり、基

礎研究が相対的に手薄になっているという懸念があると思います。大学側は、社会実装の

評価が強まるに当たって、基礎研究が評価されにくくなると、結果として基盤技術の弱体

化を招くのではないかと危惧しています。日本として保持すべき強い基盤技術を特定して、

ものづくりに強みのある企業と、それに関連する基礎技術を得意とする大学が連携して、

技術や知見を共有しながら強化していくような施策というものをさらに検討していただけ

ればと思います。こうした取組が、その結果、個別テーマだけに閉じず、実装につながる

社会ニーズをハイレベルで産学が共有できれば、企業から大学への資金提供もより進むと

思います。 

 最後にガバナンスですが、仕組みだけでなく、やはり運営と外部の評価が重要だと考え

ています。外部登用者、有識者の登用などガバナンス改革を進める動きを期待しています。

ただ、重要なのは、大学経営側の方針が研究、教育、その現場にしっかり浸透していくこ

とが大事だと思っていて、日々の運用として機能することが肝要だと思います。制度設計

だけでは迅速な意思決定が実現されないこともあり、運用面での停滞が懸念されます。学

内のガバナンスの整備に加えて、運営や評価過程に外部の知見を入れていくことも有効と

考えます。企業での社外取締役や株主による評価、モニタリング、これが経営の改善に寄

与しているように、幾つか御意見ありましたけれども、大学運営にも民間の視点を反映す

る仕組みもさらに検討していただければ、運営の高度化につながるのではないかと思いま

す。 

 最後に、このガイドラインの施策が具体化されることで、産学連携が日本の産業競争力

にさらに寄与していくことを期待します。よろしくお願いします。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、オンラインから岡部委員、お願いいたします。 

【岡部委員】  ありがとうございます。三菱商事の岡部でございます。 
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 まずは事務局の皆様、中間とりまとめ、誠にありがとうございます。おとりまとめいた

だいた方向性、論点については全く異存ございません。本日は、今後のガイドライン化や

実務への展開というところを見据えまして、２点ほどコメントをさせていただきます。 

 １点目は、今回の大学改革の実行内容と成果をいかに外部ステークホルダーに伝えてい

くかという視点でございます。とりまとめ案では、資源配分や戦略的投資、ガバナンスの

方向性など、大学経営改革に必要な方向性を整理いただきました。今後はこうした経営改

革の進捗を大学内部や国への説明にとどめるのではなくて、企業や社会に分かりやすく発

信し、連携を促進するということも重要なのではないかと考えております。 

 ちなみに産業界、特に上場企業は、投資家に対して自社の戦略、重点領域、資源配分の

考え方を継続的に示しまして、評価いただき、投資につなげるということを求められてい

ます。大学におかれましても、もう既に教育・財務情報の公表というのは制度として整備

されていますけれども、今後の経営改革に関しても、継続的な発信をガイドラインに含め

ることで、大学の魅力がより企業や社会に伝わると、結果として民間企業との連携がより

促進されるのではないかと考えます。 

 また、こうした観点は、単なる情報開示の充実というところにとどまらず、大学自身が

自らの価値創出の在り方や資源配分、産官学連携の設計などを見直すきっかけの一つにも

なるのではないかと思います。 

 続いて２点目ですが、大学の横断的な連携のさらなる促進というところでございます。

現行の施策でも大学間連携や産学官連携というのは当然、織り込まれているんですが、申

請、評価、自己責任の基本単位というのは、やはり個別の大学というのが中心になってい

るのではないかと理解しています。一方で、企業の立場からは、社会実装や事業化に最適

な組合せといったところを考えますと、大学を超えて複数の技術を組み合わせるほうが合

理的なケースも多くあると思っています。 

 今後、策定をされると思うのですが、大学の経営のガイドラインというところでは、こ

うした連携をより促進するための評価や運用の在り方、すなわち大学単位に閉じない形で

の最適な連携を選択しやすくするような設計についても具体化する余地があるのではない

かと、このように考えております。 

 私からのコメントは以上です。ありがとうございました。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、菅野委員、お願いいたします。 
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【菅野委員】  ありがとうございます。とりまとめのほう、ありがとうございました。

有識者が言っていることを全部入れ込むと、結構大部になって、フォーカスをどこにして

いいのかという話も以前ありましたけれども、ここからフォーカスを絞っていくような、

そういう局面に入るのかなというふうに思います。そういった意味で、先ほど来出ている

ように、国際卓越と、それから、Ｊ－ＰＥＡＫＳの間に入るはざまの大学に対して従来の

お金のつけ方でお金をつけるとばらまき――ばらまきという表現が新聞にもコメントで出

ていましたけれども――、そうなってしまうので、つけ方をよく考えたほうがいいかなと

思います。 

 これは上山先生の研究の中で見たんですけれども、基礎研究のときは企業から全くお金

が入らないんですね。これがある程度成果が出てくると、企業との連携が増えてくるとい

うことなので、基礎研究から、実際に企業から共同研究で入ってくるところまでの間をつ

なぐのが今回の資金の役目かなと思っています。 

 １７分野ということでおっしゃっていますけれども、１７分野それぞれ大学と企業の距

離は違うんだと思うんです。近いところはそんなにこの支援をしなくてもお金が出る、企

業のほうから引っ張れるんですけれども、そうでない部分を特にこの大学群の支援という

ことでやっていくとか、支援の仕方を工夫しないとばらまきになってしまうということか

なと思いますので、この辺は支援の仕方をよく設計されたらいいのではないかと思います。 

 もう一つは、ガバナンスのところですけれども、ここに書いてあることを全部見ると国

際卓越とあまり変わらないんですよね。そのレベルを求めるのでしょうか。そうするとま

た区別もつかなくなってしまうので、その辺はもう少し整理をしたほうがいいかなと思い

ます。 

 この新しい大学群に必要なガバナンスとして１つ言えるのは、大学と企業の間の連携を

スムーズにするような、そういったプラットフォームをちゃんとマネージできるようなガ

バナンスを大学が持つべきと。国立大学だとこれをアプリオリに持っているところはあま

りないので、ここはきちんと、この大学群に入るんだったら、こういったガバナンスがで

きないと駄目ですねというのは、国際卓越と同じものを持ってくるのではなくて、この大

学群にマッチしたようなものというのを持ってきたらいいのではないかと思っています。 

 具体的にそれが何かというと、これはいろいろな考え方があると思うんですけれども、

連携のプラットフォームのところに、この中にもありますけれども、外部人材を採用でき

るような形にする。そのためには、これも委員の方から出ていましたけれども、人事の改
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革のところというのが非常に必要と。これは教員だけでなくて教職員全部ですけれども、

必要になるのではないかなと思っています。 

 以上です。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、オンラインで鮫嶋委員、お願いいたします。 

【鮫嶋委員】  鮫嶋でございます。 

 まずは、これまでの大変幅広い議論をとりまとめていただきまして、誠にありがとうご

ざいました。産業競争力に貢献する大学群、そして好循環という記載がございましたので、

これらに関しまして２点ほど申し上げたいと思います。 

 まず１つは、こうした施策によってどのような絵姿になるのかを具体化していくことが

重要かと思っています。これは全体としてというより、各大学でということかもしれませ

ん。よりフォーカスしますと、どの分野でトップになるのか、どの分野で世界で競い成長

するかということに尽きると考えています。民間でいう「選択と集中」に近い話かと思い

ます。 

 私ども産業界としても、共同研究テーマはなるべく大型化しようとこれまで取り組んで

きておりますが、そうしますと、「この分野はこの大学」と決めていく形になります。また、

報告書の中でも産業クラスターのお話がございましたけれども、そうするほうが関連施設

が充実し、さらにそれが産業界を呼ぶという、本当の意味での好循環にもつながっていく

と考えます。そうしたことを民間側もやりやすくする税制なども充実されるとより良いの

ではないかと考えております。 

 また、２つ目ですが、これまでと違った形になるということですから、産業界との距離

も重要だと思います。産業界からも大学に期待することはどんどん申し上げる必要がある

と思いますし、大学側からもそれを理解しようとする取り組み、時にはオーバーリーチす

ることになるかもしれませんが、そうした形で双方が、界面をつくるのでなく連携するこ

とも、あるフェーズでは重要になると考えております。 

 以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、塩飽委員、お願いします。 

【塩飽委員】  まず、中間報告をまとめていただいて、ありがとうございます。図２に

我々が目指していることがまとめられているかと思いますので、これをどう回すかという
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ことに関して、営利企業の観点から２点ほどお話をさせていただきたいと思います。 

 そもそもの問題意識としては、はじめにのところにもありますけれども、日本の大学の

世界的なポジションが劣後していっているのではないかという危機感があると思います。

それに対して課題設定としては、国力の向上のために１７産業分野を中心に大学の研究力

をいかに活用していくかという課題があると思います。 

 構想としては、産学連携によって産業競争力に資する新たな大学群をつくる、これが図

２だと理解しています。知を生み出す主体として新たな大学群というのは、この大学群と

いうのは大学自身の選択として産学連携を行う、産業力強化に寄与していくんだという意

思決定が大学自身で行われることが、まずトリガーになると考えています。いろいろな組

織文化の問題であるとか、貴重な研究時間をそういう組織内の議論に費やさないためにも、

まず、大学自身の選択として産学連携、産業力強化に寄与する、ここの意思決定がまず必

要なんだろうなと期待します。 

 そのためには効率的な意思決定、透明性の高いガバナンスを備えること、企業との連携、

企業からの研究投資を呼び込むための成果の測定方法、あるいは研究テーマの運営に関し

て仕組みを備えること、ガバナンスを備えること、それから、知財の関係ですと網羅的な

調査、いわゆるランドスケープ調査に基づいて知財室が行う体制を整えること、このよう

なことは既にとりまとめに記載されている内容だと期待をしています。 

 そのように、まず、大学側の選択がトリガーになる、この新たな大学群の形成に当たっ

てはトリガーになると理解しているんですが、知財の社会実装の担い手として、あるいは

図２のサイクルを回していくための資金の出し手として、企業サイドへの働きかけについ

て２点目で少し意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、大学から企業への働きかけとして、いわゆるマーケットイン的な営業努力が求め

られるのかなと思います。産業競争力に寄与するリソースがある、そういう意思決定が大

学でなされている、あるいは、効率的な研究開発の仕組みを持っていることの説明に基づ

いて、プラクティスとして国などの制度の活用を提案してもらえれば、営利企業の意思決

定というのは比較的シンプルだと一番理解していますから、企業内で行う研究と大学との

共同研究の費用対効果の観点で、大学との共同研究のほうが費用対効果に優れるという判

断になれば、企業の資金というのは新たな大学群に向かうものだと理解しています。 

 この新たな大学群に資金が向かうことが、そのトリガーは大学自身の選択になるわけで

すけれども、これがサイクルを回していくドライバーになっていくのではないかなと期待
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をしています。その意味で、大学自身の選択として、まず、学内の議論を整理していただ

いて、そのように意思決定をしていただく。その上で、企業サイドに大学の魅力をマーケ

ットイン的に営業活動していただく、それによって図２を実現できる可能性は十分あるの

ではないかなと期待をしています。 

 私からは以上です。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、植草委員、お願いいたします。 

【植草委員】  ありがとうございます。私からは資料３のほうでまとめさせていただき

ましたけれども、皆様の御意見も踏まえて少し表現を変えさせていただいて発表したいと

思います。 

 中間とりまとめについての基本的考え方については、本当に今までの議論をよくまとめ

ていただいていると思っておりますが、本大学群に求められることということで整理をい

ただいているところの中で、先ほど国際卓越との違いですとか、この大学群に何を求める

のかということを明確にした上で、整理していただくことが最終的には必要なのかなと思

います。先ほどプラットフォーム機能というお話もありましたけれども、その必要性と出

し方をぜひ御検討いただければなと思います。今後、経営ガイドラインもつくられるとい

うことですので、そちらにも反映するということは必要なのかなと思っています。 

 それから、細かい点で幾つか。単年度主義の話について今回いろいろ取り上げていただ

いて、本当にありがとうございます。これをきっかけにぜひ継続検討いただきたいなと思

いますけれども、１つだけ、単年度主義の延長で、国立大学は６年間で中期計画期間とい

うのが、どうしてもぶつ切りになってしまうので、その辺りは何か触れなくていいのかな

というところは検討いただければなと思いました。というのが１点目です。 

 ２点目は、先ほど経産省の事務局の方から、政府調達については既に文書で反映されて

いるということで、取り上げていただいてありがとうございます。先ほど渡部委員からも

お話がありましたけれども、意思決定の迅速化というのは、大学は結構やれている部分も

あるのかなと思うんですけれども、動き出すと遅いというところが問題としてはあるのか

なという気はしておりまして、ここでは事務手続の話をフォーカスさせていただきますけ

れども、意思決定が迅速でも、結局、研究のスピードが遅ければ国際競争に負けてしまう

というところもありますので、政府調達だけではなくて、先ほど契約の話もありましたけ

れども、事務手続のスピードアップをできる仕組みを大学の中で持つということが必要な
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のではないかなと思っております。 

 それから３点目ですけれども、ポートフォリオの話を取り上げていただいておりますけ

れども、この辺りは先ほど菅野委員からもお話がありましたけれども、今回の支援措置の

中でどこにフォーカスして資金を投じるのかというところを整理いただくところでは、長

期のところは受託研究の話になりますし、短期のところは産学連携というお話になります

が、中期を育成していくところのファンドというところがどうしてもなかなか難しいとこ

ろがありますので、こういったリスクを許容できるような資源配分の一環で何か今回取り

上げていただくのもありなのかなと思いましたので、ちょっと補足させていただきました。 

 ３ページ目のところですけれども、財務基盤のところでいろいろ記載いただいていると

思うんですけれども、ファンドレイジングという話がよく出ますけれども、最近、大阪大

学さんがフィランソロピー型の寄付で非常に多額の寄付を集められているという話を最近

よく伺うんですけれども、社会的なインパクトを重視するという大学に変えるべきだとい

うところは全体的に今回の報告書にもありますけれども、ただ寄付をお願いしに行くとい

うところではなくて、社会にどういう価値・インパクトがあるのかというところをきっち

り大学として説明していくことも必要ですし、先ほど情報開示について岡部委員からもお

話しいただきましたが、大学の情報開示も重要だと思いますし、マーケットインという話

もありましたけれども、対産業界に対してワンストップで産学連携の部門や、寄付の部門

や、研究基盤の部門というのを全学的に推進するワンストップの仕組みというのをぜひ考

えていただきつつ、寄付の税制なんかも検討いただくということも必要なのではないかな

と思っております。 

 それから最後、５点目ですけれども、これは先日、九州大学さんと意見交換したときに、

産業クラスターについてお話を伺ったんですけれども、今回クラスターの諸外国の事例が

取り上げられているんですけれども、日本国内においてはどうしても物理的、制度的な障

壁があるのではないかと御指摘を受けまして、なるほどなと思ったんですけれども、土地

利用の制限ですとか、自治体や省庁間の調整の限界というところで、大学単独で産業クラ

スターをつくっていくのはなかなか難しいところがあるということですので、特区的な運

用までできるかどうか分かりませんけれども、何かそういった支援体制を国と大学で一体

となって進めていく必要があるのではないかなと思っております。 

 私からは以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 
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 ここで、本日御欠席の河原委員の意見書を事務局から読み上げさせていただきます。 

【川上室長】  資料６を御覧ください。河原委員からの意見書について簡単に読み上げ

させていただきます。 

 まず、前提条件といたしまして、産官学連携推進を担当する執行役員として、平素より

多くの大学、国研にお世話になっており、日本の大学、国研が世界で競い、ますます成長

いただきたいと心より祈念しているということと、その上で、組織が世界で競い成長する

という視点において、企業活動から学んだ知見がお役に立てる部分もあると考え、忌憚な

く意見させていただきますということで、９つの提案をいただいております。 

 提案１、競争のＫＰＩを明確にする（誰と何を競争しているのか）。大学が目指す姿を定

量的に決める、ＴＨＥでもＱＳでもいいと思うし、独自指標でもいい。要は皆が成長度合

いを計測、確認し合えるように、定量目標（ＫＧＩ、ＫＰＩ）を決めるということが提案

１です。 

 提案２が、活動の結果を評価、フィードバックして弱点を強化するためにＰＤＣＡを回

す。ＫＰＩと期限を決め、愚直に結果を振り返る。できたこと、できなかったことを皆で

共有し、改善点を具体化してＰＤＣＡを回すということで、非常に初歩的なことと考えま

すが、きちんと実行している組織はまれだと思います。 

 提案３、次のページでございます。日本の経済発展を目標に置くなら、産学連携の強化

を徹底する。一番効果があると考えるのは人材交流。大学教員、職員の全員ではないが、

ある一定の割合で少なくとも３年くらい企業での研究開発、スタッフを経験する。企業側

からも大学に実際に駐在し、大学の教員、職員の人たちと一緒に働く。ＫＰＩとしては、

優秀論文に加えて特許。ただし、有効特許の事業貢献額は、企業によって算出方法が違う

ので、算出基準の設定が必要。 

 提案４、教員の皆様の処遇の改善（格差もあってもいい）ということでございまして、

少数精鋭化して処遇を改善するべきだと考えます。評価の納得性の問題は出るでしょうが、

組織のＫＰＩが明確になればおのずと評価基準も明確になると考えます。 

 提案５、職員の皆様の立場、処遇の改善。大学の組織マネジメントや産学連携の推進に

おいて、職員の皆様の力は必要不可欠。多くの人材を受け入れ、しかも高く評価しながら

活躍してもらうことが肝要かと思います。 

 提案６、組織文化として世界で競争に勝つ意識の全構成員への徹底。一人一人の全構成

員がその目的意識を共有し、高いモチベーションでその実現に取り組むことが必須であり
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ます。実現方法がイメージできませんと書いていますけれども、もちろん総長、学長のリ

ーダーシップから始まるということです。 

 提案７、卓越大学群、新規大学群、Ｊ－ＰＥＡＫＳの入替え戦を継続する。２５年間も

無条件で補助を続けることは、組織文化の甘えにつながるのではないでしょうか。例えば

３年に一度、入替え戦を実施することで、健全な危機感が醸成、維持されると考えます。 

 提案８、重要な学術分野ごとの評価、支援を強化する。日本の国際競争力としてぜひと

もトップに立ちたい重要分野については、個別に手厚い支援を行うべきと考えます。必ず

しも卓越大学ではない大学にも世界と戦って勝てる先生方がいらっしゃると思うので、大

切に支援してほしいと考えます。 

 最後、提案９、東京大学と伍して戦える総合大学をつくるということで、日本の中に東

京大学と戦える総合大学を創設して、日本にも厳しい競争関係を担保する必要があるので

はないかということです。 

 以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 この後、オブザーバーに御発言をいただきまして、それで一巡いたしますので、もし必

要があれば、その後、事務局から追加の御説明等いただきたいと思います。それでさらに

時間があると思われますので、２巡目の御発言をお受けしたいと思います。 

 それでは、オブザーバーの御発言、まず、上山オブザーバーからお願いいたします。 

【上山オブザーバー】  ありがとうございます。今回のまとめをずっと読ませていただ

いて、まず１つは成長戦略の１７領域とか、あるいはサイエンスとビジネスの近接化の問

題です。この大学経営の問題が１７領域のところとつまり国の成長戦略と関わっていると

いう視点、これは国際卓越やＪ－ＰＥＡＫＳに関わった時にはなかった点です。そんな議

論をすることができなかったという意味ではこの大学経営の研究会は異なる視点を持って

いると言えます。 

 もう一つは、当時のあのフレームワークの中ではできなかったのは、ビジネスからアカ

デミアの逆のフィードバックの影響です。これは実はとても重要な意味を持っていると考

えています。私が二十何年前にシリコンバレーのところでかなりの数のサイエンティスト

にインタビューしていたときに、非常に印象的だった何人かの科学者がいて、特にライフ

サイエンス系でしたけれども、８０年台初めの頃は、実はアカデミアのほうに産学連携に

対して非常に強い反対があった。ところが、９０年代以降になってくるとその意識が全く
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違ってきた、それらの学者はこういうことを言っていました。我々、スタンフォードの医

学系のところで基礎学科で昇進していこうと思えば、一旦どこかのファーマシューティカ

ルカンパニーのところに籍を置いた人間でないともはや昇進も難しくなっている。それだ

け産業界で経験が重視されている。つまり人間を通したアカデミアと産業界のアイデアの

交流が濃密になっているということです。 

 一旦ビジネスの世界に身を置いた人間がそこで得た刺激が、実はフロンティアのサイエ

ンスに一番影響を与えているということなんですよね。この事実については実はその後も

たくさんの実証研究が出ています。どういうことかというと、ビジネスのところに身を置

くことによって違うアイデアを得て、違うアイデアがその人のピュアサイエンスに大きな

影響を与えているという、これはつまり、アカデミアのフロンティアの知識の形成に産学

連携の人的交流が非常に大きな影響を与えているということなんですよね。 

 ただ、経産省がここの中でやりたいことというのは、科学とビジネスの近接といっても、

まだサイエンスからビジネスへの技術移転の話にとどまっているんですよね。実はこの逆

のフィードバックが非常に大きいと。この逆のフィードバックをつくることができるとい

うことは、当時の卓越大学のときは、そのことは自分自身は意識していましたが、なかな

か議論ができませんでした。まだ、ビジネスとの関係を大きく言うことはまずできなかっ

た。このことは、今、経産省の議論の中で大学経営を考える時には、その類いの逆のフィ

ードバックが大きいんだということを高らかに宣言したほうがいいと思います。これがま

ず１つです。 

 もう一つは、１７領域の背後に実はある安全保障の問題です。間違いなく安全保障のこ

とが出てくるということは、皆さん御存じだと思いますけど、イノベーション小委員会の

中でも国研なんだなという話になっている。国研を使うのはいい。でも、問題は大学に国

研を通した形での影響をどう及ぼすかということが、当時は全く議論ができなかったです。

これは、そういうことを積極的に引き受けてくださるような大学群というのは、国際卓越

とも違うし、Ｊ－ＰＥＡＫＳも違うという意味で一つのステップになると思います。これ

がもう一つです。 

 もう一つは、経産省のアリーナで文科省の科政局とそれから高等局が集まって議論する

ということの意味は、私は高等教育行政には決定的な意味があると思います。ものすごく

大きな変化がある。高等教育というものの在り方をこのフレームワークによって大きく変

える可能性すらある。つまり、どういうことかというと、極めて多様な研究大学の群をこ
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れによってつくり出すことができるのだということですね。これは卓越大学のときにもＪ

－ＰＥＡＫＳのときにも議論はしなかった。 

 そういう意味で、なぜこれをやるべきかに関していうと、その理論を構築しなければ、

一番心配しているのは予算が取れるかどうかです。２つ目のポイントは予算です。予算が

本当に取れるのか。これは国際卓越もＪ－ＰＥＡＫＳも実は補正の基金でやったわけです

よ。でも今は基金は難しくなっているかもしれない。これは通常予算で取るんですよね。

通常予算で取るとなると、文科省は要求するのですか、経産省は要求するのですか、当然、

文科省も経産省も要求すると思うんですが、完全なタッグを組んで通常予算で取らないと

いけないだろうと思います。 

 つまり、経産省のお得意の縦のある種の分野ごとの研究に対する予算と、大学の予算、

横の予算があって、横のところは文科省が取るんですよと。縦のところは経産省が取るの

ですよ、このような説明で果たして通常予算で本当に取れるんでしょうか。予算を取らな

ければこのストーリーはなかなか成立しない。改めてこれを本気でやるならば、せっかく

アリーナに集まっておられるわけですから、文科省と経産省が本気でタッグを組むんです

よね。だから、この予算は国際卓越とも違うし、Ｊ－ＰＥＡＫＳとも違うんですよという

ぐらいの迫力のある画期的な高等教育行政をつくるんです、そのように高等教育局長の合

田さんが言うと、これはパワフルです。だって、高等教育行政の軸を変えようとする試み

なんですと、これぐらいまでいくと通常予算でも取れるかもしれない。取ったら、あとは

仕組みなので、それはもういろいろな形であると思いますが、国際卓越でもＪ－ＰＥＡＫ

Ｓでもないものをつくるということを中身のコンセプチュアライゼーションですよね。こ

こを詰めてほしいなと。それをすごく期待しています。 

 それからあと、つまらないことを１つだけ言います。２６ページに「選択と集中」とい

う言葉が出ているんですよ。これはやめたほうがいい。これは文科省のある委員会で、名

前は言いませんが、ある人が「運営費交付金に関しても選択と集中が必要です」と言って、

それが世の中に広まってしまって、文科省は選択と集中をやろうといってずっとたたかれ

てきているわけですよ。この政策は全然違うゼロサムでない世界の中で、拡大版の中でや

ろうとしているから、選択でも集中でもないわけですよ。だから、大学の経営力、戦略力

によってとか何かやらないとまた足を引っ張られるので、それだけはやめてほしいと。こ

れはそれぐらいトリッキーな用語なんです。ぜひそれは避けたほうがいい。 

 以上です。ありがとうございます。 
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【大野座長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、益オブザーバー、お願いいたします。 

【益オブザーバー】  益でございます。とりまとめ、大変ありがとうございます。私は

今ちょうどたまたまですが、量子コンピューターに関わっているので、科学とビジネスの

近接化というのは肌で日々感じていて、それが科学、大学、行政、産業政策全般にきっち

りと言及されたすばらしいまとめだと思います。 

 その中で幾つか述べさせていただきたいと思うんですが、新たな大学群のことについて

の議論ではございますが、やはり基本的には高度人材としての博士人材についてはもっと

強く新しい大学群においても求めるべきだと思います。これは産業競争力にも直結すると

いうことからでございます。 

 もう一つ、２番目は、もう皆さん何度も違う言葉で手を替え品を替え言っていると思い

ますが、大学群のことを言っていますが、大学、国研、産業界が一体となったエコシステ

ムがあっての日本の産業競争力ということがバックグラウンドにあるということは、ちゃ

んと書いてはあるんですが、やはり強調すべき点かと思います。そのときに重要なことは

人材の流動化、そのために必要なことを皆さん手を替え品を替え御発言されていることに

ついては、私も改めて強調させていただきたいと思います。 

 最後に、１７の戦略分野についてでございますが、このような１７分野を基に進めよう

ということは一つの見識だと私は思っていますが、やはり現在の技術革新、あるいは、イ

ノベーション創出は分野横断的に進んでいて、ベースに流れることとしては、意外とこの

報告書にも書いていないですが、ＡＩ、データ連携、計算基盤というのがこれからの本当

の基盤ですよね。国家、あるいは教育、研究の基盤です。そういうものがベースにあると

いうこともどこかに強調してあればいいかなと思います。 

 あと、改めて３０ページ以降の様々な施策について、契約学科、定員に関わるビルド・

アンド・スクラップのいろいろな施策、これについては大変うまくまとめていただいてい

たなと改めて申し上げさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございます。 

 これで一巡したと思いますが、オブザーバーでほかに何か御発言のある方いらっしゃい

ますか。 

 宮園オブザーバー、お願いします。 
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【宮園オブザーバー】  今日、最初ですね、発言しないつもりだったんですが、今日は

大変ありがとうございました。 

 この取組、日本の科学の再興ということで、文科省で大野先生が中心になってやってい

ただきましたけれども、やはり国際卓越とＪ－ＰＥＡＫＳだけでは、本当の意味での日本

の科学の再興がおぼつかないなと思っていたところで、こういった形で企画を組んでいた

だいたことも大変ありがたいと思っております。なるべく多くの大学が一丸となって科学

の再興を進めることが大事ということで、ぜひこの企画が進んでいただくことを期待した

いと思います。 

 もう一点は、これは私、医学部出身なので申し上げたいんですけれども、全体的に国際

卓越を見ていても、Ｊ－ＰＥＡＫＳを見ていても、皆さん医学部に遠慮しておられて、も

っと大きく変えてほしいということをしっかり言ってほしいと。皆様、病気をするとどう

しても医者にお世話になるのでなかなか言いにくいと思いますけれども、やはり研究はし

っかりと、医学部の方も変えていただかなければいけないと、この一言を言いに私は今日

来たので、ぜひよろしくお願いいたします。 

【大野座長】  どうもありがとうございます。事務局のほうから何か今の段階で補足す

るようなこと……。 

【国分課長】  もしよろしければ文科省からも一言、よろしいでしょうか。 

【大野座長】  お願いします。 

【国分課長】  文科省で産業連携を担当しています国分と申します。今日は皆さんの議

論の中でも少しあったもののお答えになるかと思って、参考までに御紹介なんですけれど

も、この研究会と同時並行的に、実は産学連携の部会を文科省の中でも回していまして、

その中でもかなり相似的な議論をしてきています。ここと同じように、科学とビジネスの

近接化というのをテーマに考えたときに、次の科学技術・イノベーション基本計画におけ

る産学連携の在り方はどうなんだろうという議論をしてきていまして、まさに昨日、中間

まとめをしたところです。今日ここで御紹介する余裕がなかったんですけれども、こちら

での中間まとめにはきちんと反映させていただいています。文部科学省が産業連携をやっ

ている趣旨は、研究力の強化と産業競争力の両立をきちんと図っていくことだと思ってい

ますが、一方で、研究力の強化を目的化するという表現をした政策ペーパーがあまりなか

ったものですから、文科省のほうできちんと目的化して書かれたものを作ったということ

でございます。 



 -34- 

 その中で重要だと思っているのは、やはり産学連携の機能、大学の中もしくは外部化し

てでもいいんですけれども、産学連携の機能の強化と、そして大学の経営力強化をきちん

と両輪で回すということです。この際に、これまでの産学連携の取組によってつくられて

きた外部コミュニティとして、産学官金のコミュニティが様々、全国各地で生まれつつあ

りますので、そういったところと連携することが重要です。また、もう一つ極めて重要な

のが、今日の上山先生の御指摘もありましたように、そうやって生まれた新しい研究力の

原資というのを、大学の経営力の強化によってちゃんと経営判断として学内でもう一回再

投資することと、その際に、必ずしももうかるところだけでぐるぐる回すようなやり方で

はなくて、基礎研究ですとか人文社会科学とかも含めた多様な学術分野に戦略的に投資し

ていくことです。このことによって、研究力の強化と産業競争力への貢献というのを両立

させていくということがまさに重要なのではないかというふうに報告していただいていま

す。 

 そういった意味において、大学に求められる機能としては、今日の中間とりまとめのま

さに３６ページのＢの１１から１６行目辺りに機能として書かせていただいていますとお

りでして、この中にも安全保障とかそういったことも少しにじみ出してはいるんですけれ

ども、こういった機能というのは大学単独でもできないですし、１人のスーパーマンでも

できるとは思っていないので、まさにこういった機能を大学の中もしくは外部に育てるに

当たっては、先ほどの外部の産学官金の連携のコミュニティがチームとして機能するとい

うことが重要なんじゃないかと思っています。 

 また、最後に、この際に大学に求められるのは、ちゃんと経営陣が産学連携機能に対し

て強いコミットメントをするということと、そして、産学連携機能が先ほど来申し上げて

いる外部のコミュニティとの一体的な連携をしているということが重要なんだということ

をメッセージとして我々のほうの中間まとめにも記載させていただいているところです。 

 簡単ですが、御紹介までに。ありがとうございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。経産省はよろしいですか、御発言。 

【川上室長】  ありがとうございます。もっと肉づけをせよという御意見をたくさんい

ただいたと思いますけれども、そちらのほうは議事録をしっかりチェックしながら記載を

充実させていきたいと思っております。 

 最初、両角先生から御指摘をいただいたところで、誤っているところがありましたので、

そこは訂正させていただきたいんですが、５ページの科学とビジネスの近接化のところで、
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ＡＩ、量子、ｍＲＮＡを提示しておりますけども、確かに量子については左から右への矢

印のところはまだこれからというところでございますけれども、ビジネス界から多額の投

資が科学に注ぎ込まれているというイメージです。そういう意味では、科学とビジネスの

近接化の重要な例ということでありますので、そういった形で取り上げさせていただいた

ということは申し上げさせていただければと思っております。 

 博士人材の重要性の記述が甘いとか、これはもう全くそのとおりでありますので、その

辺りはしっかりと書き込んでいったりしまして、また御相談をさせていただければと思っ

ております。 

 以上でございます。 

【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、２巡目の御発言、まだ少し時間がございますので、いかがでしょうか。オン

ラインでももう十分に議論が尽くされたといいますか、論点が出たということでよろしゅ

うございますか。 

 渡部委員、お願いいたします。 

【渡部委員】  ありがとうございます。先ほど上山先生が、産業界からのインプットの

ところを言われたので、それは本来、非常に重要なところで、その後で安全保障の話をさ

れましたけれども、先ほどデュアルユースの話をしましたが、そこの接続は、私は大学は

基本ファンダメンタルでやるべきだと思うんですよね。クラシファイドの研究を大学でや

るというのは難しい。それはバトンタッチしていけばいいので、そういうことを考えて、

そこの仕組みを先ほどのデュアルユースの管理という言葉でどうやってバトンタッチして

いくのかということでやればいいと思っているんですが、一方で、防衛研究だとか、安全

保障だとか、そっち側からのインプットがないと、そこの接続がうまくいかないんですよ

ね。 

 アメリカはそこがどうなっているかというと、アメリカの多くの大学はファンダメンタ

ルしかやらないとか、やっていてもすごく一部ですけれども、人材は交流があって、クラ

シファイド、いわゆるセキュリティー・クリアランス・ホルダーが行ったり来たりするん

ですよね。そうでないとそこの接続がどうしてもうまくいかないので、先ほど別の会議で

も、日本の政府の中でそこの接続がうまくいかないんじゃないかと思うようなことがしば

しば起きるわけですけども、エコシステムとしてのセキュリティーだとか安全保障だとか

との接続ということをどういう設計にするのかという話を、先ほどデュアルユースの話で
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したというふうに理解をしていただければと思います。 

 以上です。すみません。 

【大野座長】  どうもありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 今の関連で上山オブザーバー。 

【上山オブザーバー】  すみません。あまり言うべきじゃないんでしょうけれども、も

ともとＦＦＲＤＣを相当念頭に置いていたはずで、これがなかなか難しいんだなというこ

ともよく分かりますが、結局、デュアルユース的なことが今ちょっと話題になりましたか

ら、クラシファイドか、アンクラシファイドかというと、アンクラシファイドで、機密研

究じゃないけどコントロールされている、コントロールドアンクラシファイド。これはつ

まり、ミッション性のあるようなアンクラシファイド、機密研究じゃない研究。これをど

こで引き受けられるのかは、経産省は多分お考えになっていると思うんですけれども、も

しこういうものが本当に資金が取れて、この仕組みの中で動いていくのであれば、多分そ

こで議論をもっと活性化させていってほしいなと思います。そこはある種、国研をかまし

ても構わないですが、いずれにしても、この問題は、国際卓越とか我々がやっているとこ

ろでは全くできなかった。そのことは、ミッションとしてはいまだにやっぱり生きていま

すよと、ＦＦＲＤＣの話ですね。 

 よろしくお願いします。 

【大野座長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、牧委員、お願いします。 

【牧委員】  先ほどの上山先生のお話のビジネスからアカデミアというのは本当にその

とおりだなと思い、そこがやっぱり一番差別化なんだろうなと。そのときに、今度の契約

学科が、ある種、それのプロトタイプというか練習になると思ったときに、今それなりに

面白いところは出てきそうな気がするんですけれども、今のままだとまだまだ足りないと

思うので、そこをもっと真剣に発掘するというのを、あれ補正なんですよね、今回、だか

ら、取りあえず１回切り。 

【川上室長】  両方あります。当初もです。 

【牧委員】  両方ある。分かりました。 

 そうすると、そこでどれだけ面白いものを選んでおけるかどうかが、結局、次の大学群

の予備軍になると思うので、そこの接続性と戦略がもう少し議論できるといいのかなと思

いました。 
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 以上です。 

【大野座長】  どうもありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

【菊川局長】  今、予算の話があったので、少し補足で。 

【大野座長】  お願いします。 

【菊川局長】  議論に入りたくてうずうずするんですが、事務局なので、ファクトの説

明だけにとどめたいと思います。 

 まず、契約学科は補正では取りましたが、先ほど川上が申し上げたとおり、ハードのと

ころは補正予算で措置をしているんですが、ソフト面、いわゆる人件費のようなものでか

かってくるようなソフト費用については当初予算でも措置をする予定で、今、予算審議が

されている中に入っていますので、これは１回通年予算で入れると、基本そのままずっと

取っていくというのが、金額の多寡はあるにしても、期間予算化していくということにな

ります。 

 他方、一部といいますか、今の成長戦略本部のいろいろな議論の中で、予算を複数年化

するでありますとか、まさに今の１７分野の中については、官民投資のロードマップをつ

くって、複数年でどれぐらい官が予算措置をし、それに対して民の予算がどれぐらい出て

くるかということを整理して、それで目標に向かって進むということで、予算のある種の

複数年化のような話も聞こえる中で、契約学科も当てはめていきたいと思っています。か

つ、これは補正予算のほうも基金にしていますので、３年にわたってその予算は使われて

いくことになりますので、多少なりとも予見可能性が高い予算措置がされています。 

 ただ、当然、学位授与を伴うプログラムだということで設定していますので、少なくて

も長い期間、かつお金をいろいろ出していただく産業界もコミットメントが要りますし、

ちょっと簡単に粗製乱造にやってはいけないと思っています。たくさん今、問合せが来て

います。これは企業側からもそうですし、大学側からもたくさんお問合せと希望が出てき

ていますが、最初はある程度厳選をして、モデルケースのようなものを動かしながらどん

どんと膨らんでいくようなシステムで、まさに牧先生がおっしゃったように、新しい大学

群の若干先行するような、ただ、ちょっと目的が違うので、ここはある種、切り分けなき

ゃいけないとは思っていますけれども、今日の御議論の中でもここについてどういうメッ

セージと、どういうブランディングというような最初の御意見なんかで出ていたと思いま

すが、そこは慎重に丁寧にやる必要があるなと思っております。 
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【大野座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、私はまだ発言していないので、座長として発言させていただきます。 

 今回の研究会のそもそもの目的といいますか、大学を単なる教育研究機関としてだけで

はなく、価値創出のエンジンとして再定義していく幾つかの試みのうちの、産業界寄りの

話をここで取り上げさせていただきました。 

 第３のカテゴリーというのは割と最近になって、研究会の最初ではそこまでなかったん

ですけれども、最近になってそこが重要だということで、１７の分野も含めて、産業競争

力にいかに資するかということで議論を進めていただきました。我が国の将来にとって不

可欠な施策だと思います。 

 結局、そこには好循環が必要だと。研究成果の創出や人材、社会実装、資金獲得、再投

資といった好循環は、大学の中でどこのどういうプログラムでも同じなんですけれども、

特に産業競争力に焦点を当てたものとして定義をしていこうということだと思います。 

 そのためには、ここは論点としては広がるんですけれども、ここの大学群に限らないこ

とになると思いますが、大学内部のガバナンスや経営の問題、今お話のあった単年度主義、

あるいは調達制度といった制度、財務構造のそのものが制約になっている部分もあります

ので、これらを一体として考えて進めていく必要があると思います。 

 収益構造の在り方についても、これは産業界と連携するという意味で、今までのモデル

よりはさらに進化してやりやすいことになるんだと想像しますけれども、産学連携の大型

化、知財の高度化、スタートアップとの連動などがここで実際に価値創出のモデルとして

実装されるという意味で、非常に重要なアプローチだと思います。 

 また、今、最後のほうで御議論がありました安全保障も含めた政府の成長戦略の重要な

担い手ということになるんだと思います。大学群が産業競争力に貢献することをてこにし

て、我が国の科学技術、ひいては学術の発展を駆動するさらなるエンジンへと転換してい

くということが大きな流れになると思いますけれども、一方で世界の変更は誠に速く、時

間的猶予というのはもうほとんどないと言っていいと思いますので、実行可能な大学群を

早急に選んでいただいて実行していただくと、そこが今回の重要なポイントかと思います。 

 どなたがおっしゃったか忘れてしまいましたけれども、アジリティーだということで、

大学もそうですけれども、政府の政策でもアジリティーが極めて重要な世界の情勢になっ

てしまったということだと思います。それによって、我が国の全ての研究大学の自律的発

展に資する基盤が構築されるものだと思います。 
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 ということで、私からは以上でございます。本研究会は今日が１つの区切りとなります

ので、委員の皆様におかれましては、極めて御多忙な中、５回にわたりまして御参加いた

だきましてありがとうございます。また、オブザーバーの皆様に関しても、心から御礼を

申し上げます。さらに、事務局を務められた文科省、そして経産省の皆様にも精力的な準

備ととりまとめを深く感謝いたします。 

 今後の取扱いですけれども、今日いただいた意見も含めて、先ほど事務局のほうからも

そういう発言がありましたけれども、中間とりまとめに関しましては、座長である私に御

一任いただいて、さらなるブラッシュアップをして完成版としたいと思いますけれども、

よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、事務局とも相談しながら、皆様に御確認いただいた

上で、本研究会の成果として発表に向けて準備をしたいと思いますので、どうもありがと

うございます。 

 閉会に当たりまして、文部科学省高等教育局、合田局長よりまず御挨拶をいただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

【合田局長】  文部科学省の高等教育局長の合田でございます。５回にわたりまして、

先生方には大変熱心な御議論を賜りまして、ありがとうございました。あえて申し上げま

すが、菊川局長をはじめ、経済産業省の皆様方にも感謝を申し上げたいと思っております。 

 上山先生から高等教育政策の大転換であるということを明言しろということでございま

すので、明言をさせていただきたいと思いますが、あえて教科書的なことを申し上げると、

そもそも大学って何だろうというふうに考えますと、講学上は、自律的な運営の下、教育

研究を一体的に行い、独占的に学位を授与する権能を持つ社会制度だというふうに言われ

ております。そういう意味においては自律性というのは肝なんでございますが、この自律

性というのが大学に与えられているのは、自律性があるからこそ教育研究が最大化し、学

位に対する社会的信頼が確保できるというふうに社会が認識しているからだということを

やっぱり踏み外してはならないと思います。 

 そのためには、２つの正当性と申し上げていいと思うんですが、レジティマシー、誰が

権限を持っているかということと、その内容が正しい、ライトネスを持っているか、この

レジティマシー・ウィズ・ライトネスということを狙っていかなきゃいけないわけでござ

いますが、どこの組織でもそうでございますが、役所もそうだと思いますが、それが大変

難しいと。 
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 特に大学は難しいんだというふうに認識をしております。まず、大学におきまして、ラ

イトネスなきレジティマシーというのは機能しないし、これは大学の本質をかなりゆがま

せるということになりますが、何が大学において難しいかというのは、ライトネスが各学

問分野のディシプリンの独立性もあって多義的だということかなと思います。それが行き

着くと、各部局の古い権益のためにライトネスを僣称してレジティマシーを羽交い締めに

するということが起こるということであります。 

 宮園先生のお言葉でございますので、あえて申し上げますと、偏差値の高い医学部には

口が出せないというような状況は乗り越えていかなきゃいけないなと思っております。 

 だからこそ、今回のレポートというのは、上山先生がおっしゃっておられますように、

新しい大学群においては、企業や市場とのインタラクティブな作用ですとか交流というも

のを通じて、このライトネスというものを組み立て直す、レリバンスを高めていく、その

ライトネスとレジティマシーを重ね合わせる、そして、それを一過性のものに終わらせず

にインスティテューショナルメモリーにしていくといういろいろな御提案をいただいたと

認識をしておりますので、引き続き、菊川局長をはじめ経産省の方々としっかり連携しな

がら、制度やファンディングの在り方をおまとめに沿ってしっかりと取り組んでまいりた

いと思っております。 

 上山先生からお話がございましたように、財務省と向かい合うに当たってはバイでは絶

対に勝てませんので、ここは経産省としっかりと連携してやっていきたいと思っておりま

す。 

 最後、菅野理事からお話がございました、国際卓越の違いでございますけれども、先ほ

ど上山先生からもお話がございましたように、他方で、私は大学政策を担当する者として

は、大学の来し方というのは行く末にやっぱり大きく影響すると思います。帝国大学です

とか、旧制の官立大学ですとか専門学校、専門学校も蚕糸専門学校から工業、鉱山といろ

いろありましたけれども、その違いですとか、同じ帝国大学でも地元の産業界が力強く誘

致した大学とそれ以外とでは、また全然違うＤＮＡとか研究所の強みを持っているんだと

思います。その強みを１７分野をはじめとした我が国の創造的な成長と大学の成長を重ね

合わせようとするというのが原点でございまして、先ほどお話もございましたように、私

どもに今問われているのは大学の意思だというふうに思っております。 

 私ども、今ちょうど２０２８年度からの第５期の中期目標期間において、大学の在り方

について対話を重ねているところでございます。大学が今回、言わば第２の建学として腹
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を据えて踏み出してもらうチャンスとして、この新しい大学群というものを生かしたいと

思っております。 

 レジティマシーとライトネスを重ね合わせるに当たって、ライトネスのレリバンスを高

める観点というのが、もしかしたら国際卓越とは違うのかなというふうに思っておりまし

て、国際卓越の場合はとんでもない、普通じゃ考えられないような学問的な卓越性という

ものが基本で、それがなければ崩れてしまうということでございますが、今回の大学群は、

学問的な卓越性と同時に、先ほど上山先生がおっしゃったように、企業や市場との対話に

よって、あるいは交流によってレリバンスを高めていくという構造にもなっているのかな

と思っております。 

 そして、高等教育の担当者としては、今回の大学群が国際卓越の存在を脅かす横紙破り

をしていくような競争的な環境をつくっていくということも大事なのかなと思っておりま

して、そういう意味においては、今回の御議論というのは、私どもとしてはそれぞれの大

学の第２の建学というような意識で取り組んでもらうように取り組ませていただきたいと

いう意味において、高等教育政策を大きくかじを切っていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 改めまして、本当に大変な御議論を賜りましたことを重ねてお礼申し上げまして、しっ

かりと政策に生かしていきたいということを申し上げて、お礼の御挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

【大野座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、経済産業省イノベーション・環境局の菊川局長から御挨拶をいただきたい

と思います。 

【菊川局長】  経済産業省、菊川でございます。５回にわたりまして本当に御熱心な御

意見、御議論をいただきまして、本当に感謝しています。途中でいろいろと御議論させて

いただいたのがすごく我々にとってアセットになっておりまして、そういう意味でいうと、

高等教育政策等々についてある種の門外漢で素人であるからこそ、新しいアイデアを持ち

込んで、文科省、西條局長、合田局長ともがっぷり四つで、本当に懐深く受け止めて一緒

に議論させていただいたこと、これは本当に貴重な経験だと思っております。 

 あくまでこれは中間とりまとめということで、これはまた事務局と座長と御相談したい

と思いますが、これをどういうレポートとして位置づけるかというのは、先ほどのブラン

ディングをどうするかということと、あとはアジリティーみたいなことで、どうやって速
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くローリングして回していくか、だけれども、時間は待ってくれないので、早く政策にし

ていかなきゃいけないところがあるというところのバランス。一方で、高等教育というこ

とについて、時間をかけてしっかりとやっていかなきゃいけないファンダメンタルな部分

があるので、そこのバランスを、ゆっくりしてはいけないんだけれども、焦ってもいけな

いので、でも、急がなきゃいけないという時間的な軸をどう考えるかということをしっか

りとやりながら考えていきたいと思います。 

 先ほど予算のところはタッグを組んでということがございました。これは一方で、我々

も財務省との関係というよりも、社会に対して、血税がどういうふうに使われているかと

いうことをどうやってもう一度社会的に認知していただくかということが非常に大事だと

改めて思っておりまして、そういう意味で、牧先生がおっしゃっていたＥＢＰＭというか、

そこのデータでありましたり、どういったデータセットを最初取っていくということを設

定しながら、最初に設定しないと、データを後から取るというのは難しいですので、そう

いうことを考えながらやっていきたいと思っています。 

 他方で、新しい大学群もこれからまたさらにブラッシュアップして練り込んでいかなき

ゃいけないですが、一方で、産業１７分野も非常に大事なんですけれども、ここの１７分

野の競争力状況も刻一刻と変わっていくので、そういう中で、どう変化を許容して、その

変化にフィットさせていけるような制度にするかということを埋め込んでいくことも大事

かなと思っております。 

 ただ、あくまでも制度は、私、初回ぐらいに言ったような気がするんですが、非常に細

部にいろいろな悪魔も天使も潜んでいると思いますので、制度の細かいところの運用をど

うしていくかというのは極めて大事だと思っています。その点についても、皆様の御意見

をいただきながら進めていきたいと思います。 

 改めまして、本当にありがとうございました。 

【大野座長】  ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から連絡事項について御案内ください。 

【川上室長】  本日はどうもありがとうございました。５回にわたりありがとうござい

ました。 

 中間とりまとめにつきましては、今後、大野座長と御相談の上、皆様にも事前に御確認

いただきまして、最終的に文部科学省、経済産業省、両省のホームページで公表させてい

ただきます。 
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 また、本日の議事要旨等については事務局で作成し、関係の方に確認いただきます。 

 大野座長をはじめ、委員、オブザーバーの皆様におかれましては、本研究会において様々

な御意見を頂戴し、誠にありがとうございました。いただいた御意見をしっかりと受け止

め、今後の政策に反映してまいります。今後とも御指導、御助言のほどよろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

【大野座長】  それでは、これで今日の研究会を閉じさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


